
第16期水俣学講義13回 井上ゆかり（熊本学園大学水俣学研究センター）

漁村のくらしをみつめ
水俣病被害をとらえなおす

熊本学園大学水俣学研究センター
研究員
井上 ゆかり

第16期水俣学講義13回目

15キロ

不知火海
南北に100キロ
幅28キロ
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時間

熊本県芦北町女島
出典：googleMap
https://maps.google.co.jp/
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1．調査日程
漁業の聞き取り 2006年から7年間
社会学的調査 2011年6月-2012年8月
医学的調査 2011年7月-2012年8月

2．対象者
女島牛ノ水・京泊・大ノ浦集落に居住す
る1997年生まれまでの方

3．対象者数
100人（入院４名、死亡１名は除く）
社会学的調査終了者：56人
医学的調査終了者：46人

4．中間報告会
2011年８月20日女島公民館にて実施

調査概要

4
写真：2011年撮影

1．基本情報
2．申請状況（申請しなかった理由）
3．臍帯の有無
4．家族内被害状況（各種補償救済状
況）

5．居住歴・職歴
6．既往歴
7．病院・鍼・灸などの通院状況
8．魚介摂取状況
9．漁業内容（家族内での漁業従事者・
漁法の移り変わり・網子としての従事
期間など）

「病い」だけでなく「くらし」を捉える聞き取り調査

5数回にわたって聞き取り 6
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出典：農林省熊本統計調査事務所『熊本縣の海面漁業』1954年
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不知火海銀座といわしめた漁法
双手巾着網漁（もろてきんちゃくあみりょう）

7

出典：You Tube「大衆？高級？謎のイワシ漁 銚子沖」より
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小崎弥三網（1949年頃）

出典：松崎忠男さん提供 9

網元
女性も網子として舟に乗
船することもあったが多
くはイリコ加工に携わる

ここに写っている網子
は、巾着網漁という漁
法の時代、女島の住民
で網子していた人たち

漁業組織は親族関係で形成されていた
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この桶で、船から魚をバラに
移していた。
桶には海水が出やすいよう穴
が空いている。

写真：2011年8月撮影

写真：2011年8月撮影
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カタクチイワシを茹でる釡の前（1967年頃）

出典：岩本美智代さん提供 12
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巾着網漁が盛んな頃（1963年頃）

出典：岩本美智代さん提供 13

出典：新日本窒素労働組合旧蔵資料

行商（メゴイナイ）
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女島について
1. 人口：115人、世帯数：33世帯（空き家も含めると36世帯）、水俣病認定患者数：65人
2. 住民のすべてが、1963年まで漁業だけで生計をたてる漁村だった。
3. 県道ができた年：1962年（黄色矢印）、家の前の道：1971年（赤矢印）耕作地はほとんどない

写真：松崎忠男さん提供
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女島の閉鎖的な食環境• 県道や町道ができるまでは「陸の孤島
」と揶揄される閉鎖的な食環境だった

• 自家消費用の畑が極端に少なく、水田
はなかった

• 1963年まで米の配給所（月1回計石に船で
米を受け取りに行き、1軒につき1000円で10-15
㎏の配給米を販売）

• 網子が自分の舟を購入しはじめたのは
1958年以降が多かった

• 佐敷町までの渡し船の運賃は70円と卵
1個12円の時代

• 女島に住む網子の1人あたりの手当は
0-5500円まで大幅な増減

• 網元の家に冷蔵庫がきたのは1964年
頃で網子たちは持っていなかった

→「目の前の海が冷蔵庫」という暮らし
16

手こぎ舟で片道30分
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検診に行くと
（2011年8月）

写真：2011年撮影

被害拡大の責任はどこにある？
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1957年 3月 水俣保健所長の実験で水俣湾の魚を投与したネコが発病

7月
熊本県が食品衛生法（食品の販売目的の採取、加工を禁じ
る法）を適用し、水俣湾の漁獲を禁止する方針を決定。厚
生省に適用の可否を照会

9月 厚生省、食品衛生法の不適用を決定

1959年 7月
熊大研究班、水俣湾の魚介類によって 引き起こされる神
経疾患であり、汚染毒物として水銀が極めて注目されると
発表

10月 チッソ附属病院ネコ実験で発症　排水で発症

11月 厚生省食品衛生調査会水俣食中毒部会、水俣湾およびその
周辺の魚介類によって引き起こされる中毒性疾患と答申

12月
チッソ、サイクレーター（排水浄化装置）設置。有機水銀
説が打ち出される前の4月に発注されたこの装置は、有機
水銀除去を目的としたものではなかった

1968年 9月
政府が「熊本水俣病は新日窒水俣工場アセトアルデヒド酢
酸設備内で生成されたメチル水銀化合物が原因」とする

政府は、翌日
に解散させる

5月チッソは
アセトアルデ
ヒド製造中止
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水俣湾にたてられていた看板（1975年9月）

出典：原田正純先生提供（北岡秀郎さん撮影「1975年水俣湾にたてられていた看板」）

この看板は水俣湾内10カ所に設置された。公式確認され20年を経ての遅すぎる措置だった。
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・点線の地域を調査

・36世帯をマッピング

赤：4親等以内に認定患
者がいる世帯

青：認定患者いないが
何らかの有機水銀の影
響ある人がいる世帯
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出典：熊本県芦北町：芦北町基本図13・17.2005、
認定患者名簿、聞き取りより作成

芦北町女島の
水俣病被害状況
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津奈木町の
水俣病被害状況

出典：『水俣・津奈木住宅地図』中央出版社､30ｐ
、認定患者名簿、聞き取りより作成
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公健法が定める水俣病の認定基準

成人の場合（52年判断）

● 疫学条件
ア. 汚染当時の毛髪､臍帯などの濃度
イ. 魚貝類の摂取状況
ウ. 居住歴、家族歴、職業歴
エ. 発病の時期、経過

● 臨床症候
四肢末梢優位の感覚障害＋
ア. 運動失調
イ. 運動失調疑い＋平衡機能障害または両
視野狭窄

ウ. 視野狭窄＋聴力障害など
エ. 運動失調疑い＋その他の症候の組み合
わせがあることから有機水銀の影響と
判断できるもの
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小児の場合

●疫学条件
汚染時期に汚染地域に居住し、
ア．母の妊娠中の毛髪水銀50ppm超

母が水俣病に罹患している
イ．臍帯メチル水銀1ppm超など当該
児に濃厚な汚染があったと認められ
る

●臨床症候
他に原因を求めがたい脳障害あり、
ア．知能障害、運動障害を前景とする
種々の程度の神経障害がある

イ．後天性水俣病の症候の組み合わせ
ある。だだし、感覚障害は認められ
ないことがあり得る。

出典）日本弁護士連合会公害対策委員会『水俣よみがえれ-水俣病実態調査報告書-』1983年

症候が他疾患の症候でも
あり、また水俣病にみら
れる症候の組み合わせと
も一致する場合は、個々
の事情について曝露状況
を慎重に検討のうえ判断

すべき
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注記）表中の「臍帯」「藤木」は、原
田正純が1960年から藤木素士（現熊本
県環境センター所長）に測定依頼した
値を示す。また表中の「臍帯」「赤
木」は、原田正純と熊本学園大学水俣
学研究センターが赤木洋勝（水銀ラ
ボ）に測定依頼した値を示す。患者番
号の「○」は2011-2012年調査で医学
的な調査をしている方を示し、「△」
は1976年不知火総合調査団が医学的な
調査を行った方を示す。「生年」の括
弧内の年齢は熊本県衛生所が行った調
査時の年齢で「毛髪検査成績書（松島
ノート）」には測定時年齢の記載のみ
であるため測定時年齢から生年を計算
した。水銀値はいずれもメチル水銀値
である。
出典）患者番号1～10の毛髪水銀値は、
緒方正実『孤闘-正直に生きる』創想舎、
2009年より抜粋。表中の「毛髪」は熊
本県衛生部「毛髪検査成績書（松島
ノート）」宮澤信雄旧蔵資料、1963年
より抜粋。「藤木」「赤木」の臍帯水
銀値は、「不知火海沿岸住民の保存臍
帯のメチル水銀値」『水俣学研究』創
刊号、2009年、pp.151-167から抜粋。

水銀値と補償救済状況
女島の場合

毛髪値

松島 藤木 赤木

1 1913 20 未申請　病死 夫は網元

2 1935（25歳） 76.6 認定申請準備中に病死 父は網元

3 1938（22歳） 45.3 未申請　病死 父は巾着網網元

4 1953（6歳） 182 認定申請取り下げ 父は網元

5 1950（10歳） 91.5 医療手帳 父は網元

6 1952（8歳） 62 医療手帳 父は網元

7 1935（25歳） 71.2 認定患者 義父は網元､夫は網子

8 1955（4歳） 224.3 医療手帳 祖父は網元､父は網子

9 1957（2歳） 226 認定患者（第2回行政不服採決）祖父は網元､父は網子

10 1959（3ヶ月） 33.5 認定患者（胎児性） 祖父は網元､父は網子

11 1928（32歳） 19 認定患者 長男､次男は網子

12 1937（24歳） 32.8 医療手帳 網子

13 1904（56歳） 139.4 認定患者 巾着網網元

14 1909（51歳） 20.5 認定患者 夫は網元

15 1938（22歳） 41 医療手帳 父は網元

16 1930（30歳） 63 認定患者 父は網元

17 1929（31歳） 65 未申請　病死 父は網元

18 1972 0.15 未申請 父は網元

19 1967 0.27 被害者手帳 父は網元

20 1971 0.25 未申請 父は網元

21 1916（44歳） 65.2 認定患者 網子

22 1922（38歳） 64.5 認定患者 網子

23 1931（29歳） 40 未申請　病死 網子

24 1961 0.49 未申請 父は船大工､網子

25 1962 0.28 未申請 父は船大工､網子

26 1960 0.28 被害者手帳 父は網子

27 1962 0.38 未申請 父は網子

28 1964 0.23 未申請 父は網子

29 1967 0.62 未申請 父は網子

30 1916（44歳） 30.5 病死 網子

31 1967 0.85 被害者手帳 父は網子

32 1971 0.15 被害者手帳非該当 祖父､父は網子

33 1973 0.12 未申請 祖父､父は網子

34 1964 1.32 被害者手帳（一時金なし） 父は網子

臍帯値
番号 生年 補償救済状況 巾着網時代の漁業状況
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注記）2011年-2012年医学的調査結果をもとに作成
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　 水俣病 36  　公健法認定 21

 　胎児期水俣病 1  　医療手帳 15

 　水俣病疑い 9  　被害者手帳 3

 　水俣病の可能性否定 0  　被害者手帳申請中 2

 　水俣病認定申請中 4

 　未申請 1

46 46

 医学的調査結果（原田・下地診断） 行政処分結果 医学的調査（原田・下地診断）

公健法水俣病 21

医療手帳 12

被害者手帳 2

被害者手帳申請中 1

認定申請中 1

医療手帳 3

被害者手帳 1

被害者手帳申請中 1

認定申請中 3

未申請 1

行政処分結果

水俣病（胎児期水俣病含む）

37名

水俣病疑い

9名

注記）2011年-2012年医学的調査結果をもとに作成

医学的調査で
水俣病・水俣病疑いとされた人の行政処分結果

（単位：人） （単位：人）

医学的調査結果と行政処分結果
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検診率 ある住民の声

54歳､役場に勤務する男性（両親は水俣病認定患者）
「おれば水俣病にそやんしよごたっとか」､「娘が2人もおって結婚もしとらんとに」
水俣病の健康調査を受けることすら拒絶
未申請のまま

認定 手帳 申請中 認定 手帳 申請中 未申請

16～20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21～30 1 0 0 0 0 0 0 1 12
31～40 2 0 0 1 0 0 1 0 15
41～50 4 0 1 0 0 2 1 0 44
51～60 5 0 2 1 0 1 1 0 22
61～70 3 0 0 0 1 2 0 0 30
71～80 19 4 3 0 6 6 0 0 73
81～90 12 3 1 0 7 1 0 0 100
計 46 7 7 2 14 12 3 1

年齢 計
男 女 検診率

（％）

注記）2011年-2012年医学的調査結果をもとに作成。
表中の男女の単位は人、「認定」は公健法上水俣病とされている人、「手帳」は医療手帳・被害者手帳所
持者、「申請中」は公健法の認定申請あるいは各種救済手帳に申請している人を示している。

おわりに
1. 同じ漁業を営み、同じ魚をとり食べてきた人々
→受けた被害は同じ。行政によって「水俣病」、「何らかの
有機水銀の影響があると考えられる被害者」に分けられ、症
状があっても申請しない人は放置されている

2. 2004年水俣病関西訴訟で「加害者」は明確になったが、
水俣病公式確認から60年以上経つ今も「被害者」の全貌
は明らかになっていない

3. 「病い」としての水俣病はひとつ

4. 他の公害病との大きな差
「病い」かどうかを決めるのは医師でなく、加害者とされた行政
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レポート課題

1. 水俣学講義を受講し、朝日新聞の「知る水俣病
新潟水俣病 イタイイタイ病 四日市ぜんそく」
を読んだうえで、あなたのこれまでの水俣病につ
いての見方や考え方がどう変わったのか、述べて
ください

2. 今年度の講義で一番印象に残った講義を取り上げ、
その内容をふまえて学んだことを記してください

A4 2000字以上※学科・学籍番号・氏名は必ず記載すること
提出日：1/26～2/2 教務課窓口 平日9:00～17：00


